
 

 

 

 

 

 

１．実施概要 

（１）実 施 期 間 ：平成３１年２月８日（金）～平成３１年３月１１日（月） 

（２）意見提出者数：１０４人 （意見総数１１０件） 

（３）募 集 方 法 ：広く意見をいただくため、静岡商工会議所、ＪＡ、建設業協会、進出の可能性がある企業への 

訪問説明等のほか、大学への出前講座を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内容分類                   （２）方針案との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．主な意見と対応 

内容分類 意見 対応 

① 
産業の誘致 

【方針に反映済み】 静岡市は本来魅力のある立地

条件だと思いますが、工場や物流など企業が進出し

たいと思っても市街化区域にはなかなかまとまった

土地がありません。交通アクセスの良い、市街地に

近い、例えば新東名の新静岡インターやいはらイン

ターと市街地を結ぶエリアなどは地区計画の設定に

より企業誘致が促進されることを期待します。 

新東名高速道路や国道１号バイパス線などから交

通アクセスのよい地区は、産業系土地利用誘導エリ

アに位置付け、企業誘致や新たな雇用の場の創出と

なる工業団地の整備を経済局等と連携して取り組ん

でいきます。 

【その他意見・感想】 こういった計画が上手く機

能して、定住人口の増加が増えていき、税収が増

え、より豊かな生活を我々にもたらしてくれること

を期待したい。 

地区計画活用は、静岡市の施策である企業誘致に

取り組むことにより、新たな雇用の場の創出による

定住人口の増加に効果があると考えます。 

② 
地域資源の 
活用 

【今後の参考】 観光資源の活用はすばらしいと思

います。交流の減少しがちな現在でそういった施設

の作成を、市の考えで積極的に行っていただけるの

は、他の人が活動を行いやすくなるためとてもあり

がたいです。そういった制度の告知の活動にもう少

し力を入れてもよいと思います。 

市民や企業の皆様に市街化調整区域における地区

計画制度をわかりやすく解説したパンフレットを作

成して、土地利用や地域のまちづくりの多様性が広

がったことを企業、自治会、関係団体をはじめとし

た市民の皆様におしらせしていきます。 

【方針に反映済み】 市街化調整区域については、

私は個人的に、幅広い世代が自然と集まれる場所が

ないなと思っているのでそのような場所ができれば

いいかなと思います。 

幅広い世代が市内外から集まることができるよう

な、静岡市特有の観光資源を活用した歴史、文化、

自然に触れることができる観光交流の拠点の整備を

地区計画制度の活用を選択肢の一つとして、観光交

流文化局等と連携して取り組んでいきます。 【方針に反映済み】 市街化調整区域については、

観光業に力を入れるなどの活用方法が良いと思いま

す。 

③ 
地域住民主体
のまちづくり 

【方針に反映済み】 住みやすさや景観を住民が主

体的に考えていく必要があると感じている。 

既存集落における地域住民が主体となってまちづ

くりに取り組むことはとても大切です。市はそのや

る気や熱意を尊重し、勉強会の支援や専門家の派遣

など、その地域独自の安心・安全に暮らせる環境づ

くりのバックアップを行います。 

【方針に反映しない】 調整区域の活用が、駐車場

や資材置場だけでは需要と供給のバランスにおいて

もミスマッチしているように思います。年間数件の

計画的な宅地化等、地域活性化につながる内容は一

部解除しても良いのではと思います。 

既存集落における安心・安全に暮らせる環境づく

りのため、地区計画制度を活用することで、地域活

力の維持が可能になると考えています。市街化調整

区域においては、市街化の促進につながるような新

たな宅地開発は考えていません。 

④ 
環境の保全 

【方針に反映済み】 市街化調整区域の土地利用

は、暮らしやすい街をつくることも重要ですが、自

然を残すことも大切と考えます。 

優良な農地や自然環境を保全するため、農用地区

域などを地区計画区域に含むことができないとして

おります。また、開発行為に関する基準を遵守し、

市街化調整区域の性格を変えないよう開発行為を指

導していきます。 

【方針に反映済み】 市街化調整区域で開発を行う

際には、農地の確保や森林生態系の保全などの観点

から、住民の意思のほかに専門的な意見が必要にな

る場合もあるのではないかと考えた。 

市街化調整区域における面的な開発を行うための地

区計画は、都市計画決定手続きにおいて、広く市民の

皆様の意見を聴くとともに、各分野の専門家で組織す

る、静岡市都市計画審議会での議を経て定めていきま

す。 

⑤ 
その他 

【その他意見・感想】 産業の創出を通じ、地域経

済活性化の１つの処方になると考えられる一方、中

心市街地活性化施策との調和を保つことが必要と思

える。 

市街化調整区域の面的な開発は、地区計画を活用

することにより、必要な開発を適切に誘導していく

とともに、市街化区域では立地適正化計画を推進

し、静岡市の目指す将来都市構造「集約連携型都市

構造」の実現を図っていきます。 
 

２．意見分類 

男性, 

71人,

68%

女性, 

33人,

32%
意見提出者

104人

10代, 32人, 31%

20代, 41人, 39%

30代, 7人, 7%

40代, 6人, 6%

50代, 6人, 6%

60代, 10人, 9%

不明, 2人, 2%

意見提出者

104人

「静岡市市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針案」 
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会社員,
19人,18%

公務員,
7人,7%

専業主婦(夫),
2人2%

学生,
72人,69%

その他,4人,4%

「静岡市市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針案」について、市民の皆さまの 

意見を募集、反映するため、パブリックコメントを実施し、104 名の方から意見をいただきました。 

① 性別 ② 年代 ③ 職業 
 

 

意見提出者 

104 人 


